
議案第６号 

   関市介護保険条例の一部改正について 

 関市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和３年２月１６日提出 

                     関市長 尾 関 健 治     

   提案理由 

第８期関市介護保険事業計画の策定に伴い、この条例を定めようとする。 



   関市介護保険条例の一部を改正する条例 

関市介護保険条例（平成１２年関市条例第１６号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条中「平成３０年度から令和２年度」を「令和３年度から令和５年度」に

改める。 

 附則に次の１条を加える。 

 （令和３年度から令和５年度までにおける保険料の特例） 

第２０条 令第３８条第１０項から第１２項までの規定により令和３年度から令

和５年度までの第１号被保険者の保険料の額は、第２条第１号から第３号まで

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

 （１） 令第３８条第１項第１号に掲げる者 ２０，５２０円 

（２） 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ３４，２００円 

（３） 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ４７，８８０円 

附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


